
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
窓枠のたて枠内面に形成された上下方向のガイド溝に沿ってスライド可能のスライダに突
出部を設け、そのスライダの移動によって窓枠内に設けられた障子を屋外に平行移動させ
る平行出窓アームにおいて、前記たて枠に取付けられる上下方向に細長い枠ブラケットと
、その枠ブラケットに一端部が一定ストロークスライド自在に連結された第１アームと、
この第１アームの他端部を障子の側面に回動自在に連結する障子ブラケットと、上記第１
アームの中途と枠ブラケットの他端部に両端部が回動自在に連結された第２アームとから
成り、上記第２アームには、障子の閉鎖状態において、前記スライダの移動方向に対して
斜交する方向に長く延びるガイド溝を形成し、そのガイド溝に沿って前記スライダの突出
部を移動自在とし

たことを特徴と
する平行出窓アーム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、窓枠の内側に設けられた障子を屋外に向けて平行移動させる際に使用される
平行出窓アームに関するものである。
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、前記ガイド溝の上側開口部の両側面を相反する方向に傾斜するテーパ
面とし、一方のテーパ面が障子の閉鎖状態においてスライダの移動方向に平行する状態に
保持されるようにし、前記第１アームには、障子の閉鎖状態においてスライダに設けたス
トッパ片と係合して障子の屋外方向への移動を防止するロックピンを設け



【０００２】
【従来の技術】
窓枠内に障子を設け、その障子を屋外に向けて平行移動をさせるようにした平行出窓にお
いては、障子の両側上下に設けられた平行出窓アームによって障子を支持し、各平行出窓
アームを同時に開閉させて障子を平行移動させるようにしている。
【０００３】
上記平行出窓アームとして、窓枠のたて枠に取付ける枠ブラケットの上部に第１アームを
回動自在に連結し、その第１アームの先端部に連結された第２アームの中途と枠ブラケッ
トの下端部とを第３アームで連結し、第２アームの下端部に障子ブラケットを取付け、上
記第３アームに設けられたガイド溝を直線路の上端に傾斜路を形成した構成とし、そのガ
イド溝内に挿入された突出部をガイド溝と斜交する上下方向に直線的に移動させて第１ア
ーム乃至第３アームを連動して開閉させるようにしたものが従来から知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記平行出窓アームにおいては、部品点数が多く、また、第１アームおよびガ
イド溝を有する第３アームが特殊な形状をしているため、左右両勝手に使用することがで
きず、左勝手用の平行出窓アームと右勝手用の平行出窓アームの両方を必要とし、きわめ
て不経済であった。
【０００５】
この発明の課題は、左右両勝手に使用することができる部品点数の少ない簡単な構成の平
行出窓アームを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、この発明においては、窓枠のたて枠内面に形成された上下
方向のガイド溝に沿ってスライド可能のスライダに突出部を設け、そのスライダの移動に
よって窓枠内に設けられた障子を屋外に平行移動させる平行出窓アームにおいて、前記た
て枠に取付けられる上下方向に細長い枠ブラケットと、その枠ブラケットに一端部が一定
ストロークスライド自在に連結された第１アームと、この第１アームの他端部を障子の側
面に回動自在に連結する障子ブラケットと、上記第１アームの中途と枠ブラケットの他端
部に両端部が回動自在に連結された第２アームとから成り、上記第２アームには、障子の
閉鎖状態において、前記スライダの移動方向に対して斜交する方向に長く延びるガイド溝
を形成し、そのガイド溝に前記スライダの突出部を

【０００７】
上記の構成から成る平行出窓アームは、障子の両側上下に設けて枠ブラケットを窓枠のた
て枠に取付け、障子ブラケットを障子に取付けて障子を支持し、第２アームに設けられた
ガイド溝に沿ってスライダの突出部を移動させて第１アームおよび第２アームのそれぞれ
を同時に揺動させ、障子を平行移動させる。
【０００８】
ここで、突出部を回転自在のローラで形成すると、ローラとガイド溝の接触部における抵
抗が小さく、障子をスムーズに平行移動させることができる。
【０００９】
また、前記ガイド溝の上側開口部の両側面を相反する方向に傾斜するテーパ面とし、一方
のテーパ面が障子の閉鎖状態においてスライダの移動方向に平行する状態に保持されるよ
うにし、前記第１アームには、障子の閉鎖状態においてスライダに設けたストッパ片と係
合して障子の屋外方向への移動を防止するロックピンを設けておくと、閉鎖状態の障子が
外部から開放されるのを防止することができる。
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移動自在とし、前記ガイド溝の上側開
口部の両側面を相反する方向に傾斜するテーパ面とし、一方のテーパ面が障子の閉鎖状態
においてスライダの移動方向に平行する状態に保持されるようにし、前記第１アームには
、障子の閉鎖状態においてスライダに設けたストッパ片と係合して障子の屋外方向への移
動を防止するロックピンを設けた構成を採用している。



【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の形態を図面に基づいて説明する。図１に示すように、窓枠１の内部には
障子２が設けられている。
【００１１】
図４に示すように、窓枠１のたて枠３内面には上下方向のガイド溝４が形成されている。
ガイド溝４内にはスライドガイド５がスライド自在に組込まれ、上記たて枠３の内面側に
設けたスライドプレート６がそのスライドガイド５に連結されている。
【００１２】
図３および図４に示すように、窓枠１におけるたて枠３の屋内面側にはギヤケース７が取
付けられている。ギヤケース７にはハンドル８のハンドル軸９が回転自在に支持され、そ
のハンドル軸９に形成されたねじ歯車１０がギヤケース７内に組込まれたセクタギヤ１１
と係合している。このため、ハンドル８を回転すると、セクタギヤ１１が回転する。
【００１３】
セクタギヤ１１のギヤ軸１２にはアームプレート１３が固定されている。一方、窓枠１の
下枠１４内には軸受１５が取付けられ、その軸受１５によって回転自在に支持された連動
軸１６の両端部に一対の連動アーム１７が取付けられ、一方の連動アーム１７と前記アー
ムプレート１３の先端部間に第１リンク１８が取付けられている。
【００１４】
前記連動アーム１７のそれぞれ先端には第２リンク１９が連結され、その第２リンク１９
の先端部が前記スライドプレート６の下端部に取付けられたブラケット２０に連結されて
いる。
【００１５】
このため、ハンドル８を回転してセクタギヤ１１を回転させることにより、スライドプレ
ート６が昇降動するようになっている。
【００１６】
図１および図５に示すように、障子２の両側上下には平行出窓アーム３０が設けられ、そ
の平行出窓アーム３０によって障子２が支持されている。
【００１７】
図６に示すように、平行出窓アーム３０は、窓枠１のたて枠３に取付けられた上下方向に
細長い枠ブラケット３１を有する。枠ブラケット３１の上端部には上下方向の長孔３２が
形成され、その長孔３２に第１アーム３３の上端部に取付けたピン３４がスライド自在に
挿入されている。
【００１８】
第１アーム３３の下端部には障子ブラケット３５がピン３６によって回動自在に連結され
、その障子ブラケット３５が障子２の側面にねじ止めによる手段によって固定されている
。
【００１９】
第１アーム３３の中央部には第２アーム３７の上端部がピン３８によって回動自在に連結
され、その第２アーム３７の下端部が枠ブラケット３１の下端部にピン３９によって回動
自在に連結されている。
【００２０】
第２アーム３７には両端方向に長い直線状のガイド溝４０が形成されている。
【００２１】
ガイド溝４０の上側開口部の両側面は相反する方向に傾斜するテーパ面４１とされている
。
【００２２】
第２アーム３７のガイド溝４０にはスライダ２１の上部に設けられた回転自在のローラか
ら成る突出部２２が挿入されている。ここで、スライダ２１はスライドプレート６に固定
され、その下部一側にはストッパ片２３が設けられている。
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【００２３】
第１アーム３３には、障子２の閉鎖状態において上記ストッパ片２３と対向するロックピ
ン４２が取付けられ、そのロックピン４２とストッパ片２３の係合によって障子２は屋外
側に移動するのが防止される。
【００２４】
実施の形態に示す平行出窓は上記の構造から成り、図１は、障子２の閉鎖状態を示す。そ
の閉鎖状態において、図３に示すように、第２アーム３７の開口部に設けられた一対のテ
ーパ面４１の一方のテーパ面４１に上昇位置に保持されたスライダ２１の突出部２２が接
触し、上記テーパ面４１がスライダ２１の移動方向と平行する状態に保持されている。
【００２５】
また、第１アーム３３に設けられたロックピン４２がスライダ２１のストッパ片２３と対
向し、障子２が屋外側に移動するのが防止されている。
【００２６】
上記のような障子２の閉鎖状態において、図３に示すハンドル８を回転してスライドプレ
ート６を下降させると、そのスライドプレート６の下降初期において、スライドプレート
６と共に移動するスライダ２１の突出部２２が一方のテーパ面４１に沿って下降する。
【００２７】
このため、第２アーム３７は開放せず、スライダ２１のみが下降し、そのスライダ２１に
設けられたストッパ片２３が第１アーム３３に設けられたロックピン４２から離反する。
【００２８】
ストッパ片２３がロックピン４２から完全に離反すると、スライダ２１の突出部２２が第
２アーム３７のガイド溝４０における直線路４０ａに侵入する。この直線路４０ａはスラ
イダ２１の移動方向に対して斜交しているため、上記突出部２２の移動によって第２アー
ム３７がピン３９を中心にして屋外側に揺動し、その第２アーム３７の揺動に連動して、
第１アーム３３は、上部のピン３４が長孔３２に沿って下降しつつ、そのピン３４を中心
にして下端部が屋外側に揺動する。
【００２９】
このように、第１アーム３３は上部のピン３４が下降しつつ下端部が屋外側に揺動するた
め、障子２は屋外側に平行移動する。図６および図５乃至図７は障子２を開放させた状態
を示す。
【００３０】
なお、ハンドル８の回転によってスライドプレート６を逆に上昇させると、スライダ２１
の突出部２２が第２アーム３７におけるガイド溝４０の直線路４０ａに沿って上昇するた
め、第２アーム３７は屋内側に向けて揺動すると共に、第１アーム３３も屋内側に向けて
揺動しつつ上部が長孔３２に沿って移動し、障子２は屋内側に向けて平行移動する。
【００３１】
突出部２２が直線路４０ａの上端に達すると、障子２は閉鎖状態とされ、第１アーム３３
のロックピン４２はスライダ２１のストッパ２３において、そのストッパ片２３より屋内
側に配置される。それより、スライダ２１がさらに上昇することにより、ストッパ片２３
が突出部２２に対向し、障子２を閉鎖状態にロックする。
【００３２】
【発明の効果】
以上のように、この発明においては、昇降動されるスライダの突出部を第２アームのガイ
ド溝に沿って昇降動させることにより、その第２アームが枠ブラケットの下端部に対する
連結位置を中心に揺動し、その第２アームの揺動に連動して第１アームが上端部が昇降し
つつ揺動するため、障子を平行移動によって開閉させることができる。
【００３３】
また、枠ブラケットの上部に第１アームの一端部を一定ストロークスライド自在に連結し
、その第１アームの他端部に障子ブラケットを連結し、第１アームの中央部と枠ブラケッ
トの下端部とに第２アームの両端部を連結した部品点数の少ない簡単な構成であり、しか
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も、障子側ブラケットは上下が対称形状であり、他の部品は幅中心線に対して左右が対称
形状であるため、各部品を左勝手用および右勝手用のいずれにも使用することができ、き
わめて経済的である。
【００３４】
また、第２アームのガイド溝に沿って移動される突出部を回転自在のローラとしたことに
より、突出部の移動時における抵抗が小さく、第１アームおよび第２アームのそれぞれを
スムーズに開閉させることができる。
【００３５】
さらに、第１アームにスライダのストッパ片と係合可能なロックピンを設けたことにより
、閉鎖状態の障子が外部から開放されるのを防止することができ、安全性の向上を図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る平行出窓アームの使用状態を示す縦断側面図
【図２】図１の下部を拡大して示す一部切欠正面図
【図３】図２のＩＩＩ　－ＩＩＩ　線に沿った断面図
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図
【図５】同上の障子の開放状態を示す縦断側面図
【図６】図５の下部を拡大して示す縦断側面図
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿った断面図
【符号の説明】
１　窓枠
２　障子
３　たて枠
４　ガイド溝
２１　スライダ
２２　突出部
２３　ストッパ片
３１　枠ブラケット
３３　第１アーム
３５　障子ブラケット
３７　第２アーム
４０　ガイド溝
４１　テーパ面
４２　ロックピン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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